
令和５年３月２２日 
専決処分した議案の報告 

 
鳥取海区漁業調整委員会 会長 板倉 高司 

 
次の諮問議案３件について、特に緊急を要しているものと判断し、鳥取海区漁業調整委員会規程第

５条第３項の規定に基づき原案に同意する旨の専決処分をしました。 

同項の規定に基づき、その処分に対する承認を求めます。 

 

１ 特定水産資源するめいかの令和５管理年度における知事管理区分に配分する漁獲可能量について 

諮問の日：令和５年２月２１日 

答申の日：令和５年２月２２日 

答申の内容：原案に同意する 

  

専決処分とした理由： 

このたびの諮問議案については、農林水産大臣の承認を受ける必要があるが、承認申請の期限

（3/20）が迫っており、期限までに海区漁業調整委員会を開催することが難しく、緊急を要する

ものと判断し専決処分とした。なお、国から配分された数量は昨年同様「現行水準」であり、漁

業に大きな影響はないものである。 

 

２ 特定水産資源くろまぐろの令和４管理年度における知事管理区分に配分する漁獲可能量の変更 

諮問の日：令和５年２月２１日 

答申の日：令和５年２月２２日 

答申の内容：原案に同意する 

専決処分とした理由： 

 このたびの諮問議案ついては、刺網及び定置網の混獲による漁獲量が急激に積みあがり、くろ

まぐろ（小型魚）の「鳥取県その他漁業」及び、くろまぐろ（大型魚）の「鳥取県定置網漁業」

の消化率が高くなり、漁獲枠が不足する恐れがあったため、漁獲枠を超過しないためには、県留

保枠から早急に配分する必要があり、特に緊急を要するものと判断し専決処分とした。 

 

３ 特定水産資源くろまぐろの令和４管理年度における知事管理区分に配分する漁獲可能量の変更 

諮問の日：令和５年２月２７日 

答申の日：令和５年２月２８日 

答申の内容：原案に同意する 

専決処分とした理由： 

２の変更後も刺網の混獲による漁獲量の積みあがりが続いたため、くろまぐろ（小型魚）の「鳥

取県その他漁業」の消化率が高くなり、漁獲枠を超える恐れが高く、漁業者の操業に大きな影響

を与える恐れがあったため、漁獲枠を超過しないためには、早急にくろまぐろ（小型魚）の「鳥

取県その他漁業」の漁獲枠を確保する必要があったことから特に緊急を要するものと判断し専決

処分とした。なお、くろまぐろ（小型魚）の「鳥取県その他漁業」への漁獲枠の配分は、漁獲枠

に余裕がある「鳥取県くろまぐろ漁業」から行った。 

（２/２８時点での漁獲量と消化率）管理期間：令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・くろまぐろ（小型魚）「鳥取県その他漁業」 0.5トン、21％（漁獲枠 2.5トン） 

・くろまぐろ（小型魚）「鳥取県くろまぐろ漁業」 5.7トン、41％（漁獲枠 13.8トン） 

 

（参考）鳥取海区漁業調整委員会規程（抜粋） 

第５条 委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 議事は法令で特別に定める場合を除くほか、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは会長

の決するところによる。 

３ 会長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、専決処分することができる。

ただし、専決処分をしたときは、次の委員会において報告し、その承認を得なければならない。 
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特定水産資源するめいかの令和５管理年度における知事管理区分に配分する漁獲可能量について 

 

農林水産大臣から漁業法第 15 条に基づき特定水産資源するめいかについて、都道府県別漁獲可能

量の配分の通知があった。 

都道府県知事は都道府県資源管理方針に定めた魚種について、漁業法第 16 条第 1 項の規定に基づ

き、知事管理区分に配分する量（知事管理漁獲可能量）を定め、管理する必要がある。 

 今回、農林水産大臣から配分のあった鳥取県の漁獲可能量は「現行水準」（※）となっており、する

めいかの鳥取県知事管理区分は「鳥取県するめいか漁業」のみとしていることから、「鳥取県するめい

か漁業」の知事管理漁獲可能量を「現行水準」と定めるため、漁業法第 16条第 2項の規定に基づき、

鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くもの。 

※ 全体の漁獲量のうち、おおむね 80％の漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数

量が明示されるが、それ以外の県については、「現行水準」として配分される。この場合、目安となる数量が別途

示されるが、著しく漁獲量が増加しないかぎり基本的に数量管理は必要ない（漁獲量の報告は必要）。 

 

■令和 5管理年度するめいか漁獲可能量の農林水産大臣から本県への配分状況 

  令和 5管理年度鳥取県割当数量（知事管理分） するめいか：現行水準（目安数量 131t） 

 

（参考１）するめいか漁獲量（単位：t） 

年 2018 2019 2020 2021 2022 

TAC報告量 56 92 74 66 74 

※2018～2022年は 100tを上回っていないことから、令和 5管理年度の現行水準（131t）は越えない見込み 

 

（参考２）令和5管理年度するめいか TAC配分 

●大臣管理分（単位：t） 

沖合 

底びき網漁業 

大中型 

まき網漁業 

大臣許可 

いか釣り漁業（30t以上） 

小型するめ 

いか釣り漁業（5t以上 30t未満） 

13,300 3,800 14,500（15,300） 18,300 

※（）内は留保から IQ管理区分への上乗せ配分後の数字 

●知事管理分（単位：t） 

都道府県名 北海道 

TAC配分 5,600 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、

石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、

徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県については、現行水準 

●留保枠（単位：t）10,000（9,200） ※（）内は留保から IQ管理区分への上乗せ配分後の数字 

 

2 



3



 

 

 

 

 

4 



令和４管理年度のクロマグロ漁獲可能量の変更の状況 

特定水産 

資源 
知事管理区分 当初 5/30 2/14 2/24 2/28 

2/28時点での漁

獲量（消化率） 

くろまぐろ 

（小型魚） 

鳥取県くろまぐろ漁

業 
4.4 16.3 15.8 15.8 13.8 5.7（41％） 

鳥取県その他漁業 0.1 0.1 0.1 0.5 2.5 0.5（20％） 

県留保枠 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0（-％） 

くろまぐろ 

（大型魚） 

鳥取県定置網漁業 5.4 6.3 5.8 6.2 6.2 3.8（61％） 

鳥取県その他漁業 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 （0％） 

県留保枠 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1（50％） 

※ 5/30、2/14の変更はあらかじめ委員会に諮問し設定された配分ルールに基づく変更のため諮問不

要だったもの。 

 

（根拠法令） 

■漁業法（抜粋） 

第十五条 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量
を定めるものとする。 

一 漁獲可能量 
二 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量（以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。） 
三 漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量（以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理漁
獲可能量」という。） 

２ 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い漁獲可能量を定めるものとする。 
一 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合（次号に規定する場合を除く。）は、資源水準の値が目標管理
基準値を上回るまで回復させること。 
二 資源水準の値が限界管理基準値を下回つている場合は、農林水産大臣が定める第十二条第一項第二号の計画に従
つて、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。 
三 資源水準の値が目標管理基準値を上回つている場合は、資源水準の値が目標管理基準値を上回る状態を維持する
こと。 
四 第十二条第二項の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定した資源水準の値が当該目標となる値を
上回るまで回復させ、又は当該目標となる値を上回る状態を維持すること。 
３ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならな
い。 
４ 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、
その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。 
５ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
６ 前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。 
 
（知事管理漁獲可能量の設定） 
第 16 条 都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分す
る数量（以下この節及び第 125条第１項第４号において「知事管理漁獲可能量」という。）を定めるものとする。 
２ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければな
らない。 
３ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 
４ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
５ 前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合において、第三項中「定めようとすると
き」とあるのは、「変更しようとするとき（農林水産省令で定める軽微な変更を除く。）」と読み替えるものとする。 
６ 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞
なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 
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